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⑮ 高齢ドライバの歩行者被視認性とその改善 
 

 
   交通システム研究領域  ※青木義郎 
   自動車安全研究領域    森田和元，関根道昭，田中信壽 

 
 

１．はじめに 
重大事故は夜間運転時において起こりやすく，夜間

に発生する死亡事故は死亡事故全体の中で半数近く

を占める．また夜間事故の特徴として対歩行者の事故

の割合が多く，特に高齢ドライバにおいてその傾向は

顕著になる．こうした夜間時における歩行者事故の増

加は，ドライバの視覚認知能力の低下による要因が大

きいものと考えられる．茨城県警の事故調査によると

夜間運転時の対歩行者事故のうち 9 割超がすれ違い

ビーム（前方 40m が視認可能な光学設計）を使用し

ており，そのうち走行ビーム（前方 100m が視認可能

な光学設計）を使用していれば 5 割近くは回避可能と

いう報告もなされている(1)．夜間時の歩行者事故の低

減を目指すためには，ドライバの歩行者に対する視覚

認知特性を明らかにし，危険な状況の抽出とその改善

方法の検討を進めていくことが重要である． 
本研究では実験参加者による評価実験により，歩行

者の被視認性が前照灯の配光やドライバの年齢層に

よりどのように変化するのかを調べた．また歩行者の

被視認性の定量化を行った． 
 

２．夜間運転時の交通事故 

 自動車が第１当事者となった歩行者の死亡事故に

ついて ITARDA（交通事故総合分析センター）報告な

どの調査(2)-(5)を実施したところ，以下のことが明らか

になった． 

 昼夜別では夜間の歩行者死亡事故の比率が高い．

（図 1） 
 夜間時は，特に高齢ドライバによる歩行者死亡事

故の比率が高い．（図 1） 
 歩行者死亡事故のうち 72％は歩行者横断中に発生

しており（2011年中），単路（横断歩道外）を横断

中のケースが約 50%を占め最も多い（図２）． 
 夜間時は「右側から」の横断者の死亡事故の比率

が高い．（図３） 
夜間時，特に右側からの横断歩行者事故が多い要因

としては，歩行者側では車両到達時間の認知エラー(6)，

そして自動車側では，すれ違いビームの配光特性があ

げられる．すれ違いビームは，対向車へグレア（眩し

さ）を抑制するように設計されているため，右側歩行

者が視認しづらくなるものと考えられる(7)．  
本研究では，前照灯による視認性の変化を調べるた

め実験参加者による評価実験を行うものとした． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図１ 自動車が第１当事者となった死亡事故の 

被害者の比率 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2 歩行者死亡事故における歩行者行動別割合 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

図３ 歩行者横断事故の方向別比率 
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の距離、Volume Method では、0.3、1.0、1.5m
の距離を測定する。 

３．鉄道用磁界測定機の概要 
３．１．装置構成 
鉄道用磁界測定機は、多種多様の状況で測定するこ

とが求められる。特に車内での測定の場合、測定対象

となる車両の力行、惰行、制動といった条件が時々

刻々と変化することから、一連の動作をすべてカバー

する必要がある。また、IEC/TS 62597 では静磁界～

20kHz という幅広い帯域を測定する必要があること

から、サンプリング周波数についても、規格に記載さ

れているように 40kH 以上が必要となる。 
磁界センサとしては当研究所が羽野製作所ととも

に検討を進めてきたフラックスゲート方式のセンサ

を用いることにより、静磁界と交流磁界を同時に測定

することとした。 
一方、記録装置については、センサ開発時には、開

発を目的とした特殊な測定用ソフトウェアを用いて

いたため、速報性の観点では課題が多かった。そこで、

先に述べた幅広い帯域が測定可能で、必要なサンプリ

ング周波数が得られ、磁界測定用として速報性を考慮

に入れた計測器構成について、小野測器とともに検討

を行い、鉄道用磁界測定機として実現を試みた。 
実現を試みている測定装置の概略図を図１に、セン

サ部分を図２に示す。 
３．２．測定装置の特徴 
本磁界測定機の特徴は以下の通りである。 
・センサがフラックスゲート方式であることから、

静磁界～20kHz まで測定可能。 
・センサが 3cm 角程度の大きさの立方体であるた

め、被測定箇所直近における測定が可能 
・リアルタイム FFT 機能を有することから、測定

と同時に周波数解析を行うことが可能 
・測定結果は接続している PC へ取り込まれるため、

測定可能時間の制限は受けない 
・同じくPC へ取り込まれるため、測定終了ととも

に測定結果の解析が可能 
・規制値をデータベースとして取り込むことがで

き、周波数解析結果との比較をその場で確認する

ことが可能 
これらは、限られた時間、条件下で測定しなければ

ならない鉄道における磁界測定では、有効な特徴とい

える。 

３．３．課題 
本磁界測定機は、以下の課題が存在するため、今後、

機能追加により対応していくこととしている。 
・リアルタイム FFT 及び後処理 FFT の結果が X、

Y、Z 軸の各々の結果となっていることから、合

成値を表示する機能を追加する。 
・対象とする規制値や参考値に対し、どの程度の余

裕度を持っているか％表示する機能を追加する。 
 

４．まとめ 
本稿ではIEC/TS 62597に準拠した鉄道用磁界測定

機について検討を行い、その概要について紹介した。

今後鉄道に限らず、磁界への注目が高まると考えられ

ることから、当研究所としては、より簡単に、生じて

いる現象を忠実に測定できる磁界測定機について検

討を進め、世の中のニーズへ対応していきたいと考え

る。 
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図１ 磁界測定機概略図 
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図２ 磁界センサ部のセンサ部分 
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３．２．３．実験参加者 

 実験参加者は，運転免許保有者 12 名（20 代～50
代．平均年齢 38 歳）とした．  
 

４．実験結果 

４．１．屋内視認性実験 

４．１．１．背景輝度による視認性の変化 

 実験結果から歩行者がちょうど見えなくなる背景

と歩行者との輝度比（コントラスト閾値）を算出し，

背景輝度や歩車間距離などとの関係を調べた．その結

果を図 8 に示す．なお，コントラスト閾値は，実験参

加者の中央値を算出した． 
背景輝度の条件や歩車間距離の条件によりコント

ラスト閾値は変化する．背景輝度が低下すると，視認

性は低下するため，その分コントラスト閾値も高くな

ることが示されているが，コントラスト閾値は，0.05
が一般的に使用されている．今回のような夜間の暗い

条件に十分に整合せず，背景条件が暗くなるほど大き

な違いが出ることが明らかになった． 
なお，背景輝度が高い(0.96cd/m２)場合は年齢層に

よる差はほとんど無いが背景輝度が低い(0.14cd/m２)
場合は高齢層のコントラスト閾値が高くなり視認性

が低下している．夜間暗い道路条件ほど高齢層は若齢

層と比較して歩行者を視認しにくいと考えられる． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 8 背景輝度や年齢層によるコントラスト閾値の変化 

 

コントラスト閾値Ｅt と，歩車間距離 R（m）及び

背景輝度Ｌ（cd/m2）との関係式を重回帰分析により

求めた結果を以下に示す． 

①全員 ：log(Et）＝－0.915＋0.00280R－0.443L  
②若齢者：log(Et）＝－0.971＋0.00293R－0.400L    
③高齢者：log(Et）＝－0.869＋0.00271R－0.480L     

（重相関 R はいずれも 0.97） 

これらの解析結果からも，若齢層より高齢層の方

が，背景輝度がコントラスト閾値（歩行者の被視認性）

に及ぼす影響が大きいことがわかる． 

 

４．１．２．周辺視での視認性の変化 

 注視点の違いが歩行者の被視認性にどのように影

響するのかを実験結果から求めた．周辺視における年

齢層による視認性の違いを図 9 に示す．なお，背景輝

度は 0.33cd/m２の条件である． 

図9の結果と図8の背景輝度0.33cd/m２の条件を比

較すると，高齢層の場合には周辺視において特に視認

性が低下しやすいことがわかる．暗い夜道の歩行者の

飛び出しには，高齢ドライバは対応しづらくなること

が推測され，十分な明るさが要求されるものと考えら

れる． 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 9 周辺視におけるコントラスト閾値の変化 
 

４．１．３．近接グレア光源による見え方の変化 

 近接する光源（対向車の前照灯を想定）の影響によ

り歩行者の被視認性がどのように変化するのかを求

めた．その結果を図 10 に示す．なお，背景輝度は

0.33cd/m２，歩車間距離は 60m である． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 10 近接光源によるコントラスト閾値の変化 

 

 

３．歩行者視認性実験 

本研究では，夜間運転時のドライバの視界が前照灯

によりどのように変化するかを明らかにするために，

暗室及び夜間屋外において実験参加者による評価実

験を行った． 
３．１．屋内視認性実験 

３．１．１．視認対象物  
歩行者は，プロジェク

タライトによるスクリー

ン上への投影画像（図４

参照）により模擬する．  図４ 歩行者表示モデル 
 
３．１．２．視認対象物（歩行者）の大きさ 

 視認対象となる歩行者の見かけ上の大きさは，視角

（高さ方向）で最小 20 分，最大４度と条件により変化

させた．なお視角は，歩行者の身長 160cm，歩車間

距離は 30～150m を想定し設定した．実験参加者は歩

行者画像が投影された

スクリーンから 6m 離

れた位置で観測評価

（図５参照）を行うもの

とし，縮尺率からスク

リーン上に映る人体の

見かけ上の全長を算出

し，設定を行った．     図 5 観測状況 
 
３．１．３．背景輝度及びコントラスト 

CIE（国際照明委員会）で規定されている路面の水

平面照度，3lx（交通量の少ない住宅地区）～20lx（交

通量の多い商業地区）に基づき（路面の反射率は 15%
で完全拡散），この条件の路面輝度を背景輝度として

採用し，0.14，0.33，0.96cd/m２と設定した． 
背景と歩行者の輝度コントラストは逆シルエット

で 0.01~0.5 と設定した．  

 
３．１．４．実験参加者 

実験参加者は，運転免許保有者 20 名（若齢層 10
人，高齢層 10 人）である．なお，実験参加者は外部

から派遣されており，当研究所の実験倫理規定に基づ

き実験を開始する前に内容の説明を行い，実験に参加

することの同意を得た．若齢層の平均年齢は 33 歳，

高齢層の平均年齢は 68 歳．視力は若齢層平均（左

0.98，右 0.98），高齢層平均（左 0.98，右 0.90）とほ

ぼ同じであった． 
 

３．１．５．視線方向 

人体表示モデルに対して，中心視または周辺視とな

るように設定した．周辺視の場合にはスクリーン中央

の白い点を注視してもらい，そこから視角 5 度程度離

れたスクリーン右上に歩行者画像を提示した． 
３．１．６．蒸発現象 

対向車の前照灯を想定したグレア光源を近接した

評価実験も実施した（図 6 参照）．グレア光源の設置

位置は歩行者画像の

20cm 左（60m 換算

で 2m を想定）に設

置し，角膜照度は

0.1lx（すれ違いビー

ム相当）になるよう

に設定した． 
          図 6 蒸発現象の評価実験 

３．２．屋外視認性実験 

３．２．１．前照灯の点灯状態 

 実験参加者が乗車する車両（自車両）はすれ違いビ

ームまたは走行ビームの点灯を行った．対向車はすれ

違いビーム，走行ビームの点灯または消灯を行った． 
 
 
 
 
 
 
 (a)自車両:すれ違いビーム    (b)自車両:走行ビーム 
 対向車:すれ違いビーム      対向車:すれ違いビーム 
 
 
 
 
 

 
 (c)自車両:すれ違いビーム   (d)自車両:走行ビーム 
 対向車:走行ビーム          対向車:走行ビーム 
図 7 前照灯による歩行者の視認性評価実験 

 
３．２．２．対向車及び歩行者の設定条件 

対向車の位置は，自車両（実験参加者車両）からの

距離 50m または 100m と設定した． 
歩行者位置は，進行方向については自車両から距離

25m～120m の位置に，横断方向については左側歩道

境界線～右側歩道境界線に設定した．歩行者はグレー

色（模擬マネキン．反射率は 0.28）とした 



－ 117－

 

 

0.01

0.1

1

0 50 100 150

歩車間距離（ｍ）

コ
ン
ト
ラ
ス
ト
閾

値

背景輝度

0.14cd/m
２

0.33cd/m
２

0.96cd/m
２

　　□　　　高齢
　　■　　　若齢

0.01

0.1

1

0 50 100 150

歩車間距離（ｍ）

コ
ン
ト
ラ
ス
ト
閾

値
高齢

若齢

歩 値

0.01

0.1

1

コ
ン
ト
ラ
ス
ト
閾

値

光源なし 　　　光源あり
（すれ違いビーム相当）

高齢

若齢

３．２．３．実験参加者 

 実験参加者は，運転免許保有者 12 名（20 代～50
代．平均年齢 38 歳）とした．  
 

４．実験結果 

４．１．屋内視認性実験 

４．１．１．背景輝度による視認性の変化 

 実験結果から歩行者がちょうど見えなくなる背景

と歩行者との輝度比（コントラスト閾値）を算出し，

背景輝度や歩車間距離などとの関係を調べた．その結

果を図 8 に示す．なお，コントラスト閾値は，実験参

加者の中央値を算出した． 
背景輝度の条件や歩車間距離の条件によりコント

ラスト閾値は変化する．背景輝度が低下すると，視認

性は低下するため，その分コントラスト閾値も高くな

ることが示されているが，コントラスト閾値は，0.05
が一般的に使用されている．今回のような夜間の暗い

条件に十分に整合せず，背景条件が暗くなるほど大き

な違いが出ることが明らかになった． 
なお，背景輝度が高い(0.96cd/m２)場合は年齢層に

よる差はほとんど無いが背景輝度が低い(0.14cd/m２)
場合は高齢層のコントラスト閾値が高くなり視認性

が低下している．夜間暗い道路条件ほど高齢層は若齢

層と比較して歩行者を視認しにくいと考えられる． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 8 背景輝度や年齢層によるコントラスト閾値の変化 

 

コントラスト閾値Ｅt と，歩車間距離 R（m）及び

背景輝度Ｌ（cd/m2）との関係式を重回帰分析により

求めた結果を以下に示す． 

①全員 ：log(Et）＝－0.915＋0.00280R－0.443L  
②若齢者：log(Et）＝－0.971＋0.00293R－0.400L    
③高齢者：log(Et）＝－0.869＋0.00271R－0.480L     

（重相関 R はいずれも 0.97） 

これらの解析結果からも，若齢層より高齢層の方

が，背景輝度がコントラスト閾値（歩行者の被視認性）

に及ぼす影響が大きいことがわかる． 

 

４．１．２．周辺視での視認性の変化 

 注視点の違いが歩行者の被視認性にどのように影

響するのかを実験結果から求めた．周辺視における年

齢層による視認性の違いを図 9 に示す．なお，背景輝

度は 0.33cd/m２の条件である． 

図9の結果と図8の背景輝度0.33cd/m２の条件を比

較すると，高齢層の場合には周辺視において特に視認

性が低下しやすいことがわかる．暗い夜道の歩行者の

飛び出しには，高齢ドライバは対応しづらくなること

が推測され，十分な明るさが要求されるものと考えら

れる． 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 9 周辺視におけるコントラスト閾値の変化 
 

４．１．３．近接グレア光源による見え方の変化 

 近接する光源（対向車の前照灯を想定）の影響によ

り歩行者の被視認性がどのように変化するのかを求

めた．その結果を図 10 に示す．なお，背景輝度は

0.33cd/m２，歩車間距離は 60m である． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 10 近接光源によるコントラスト閾値の変化 

 

 

３．歩行者視認性実験 

本研究では，夜間運転時のドライバの視界が前照灯

によりどのように変化するかを明らかにするために，

暗室及び夜間屋外において実験参加者による評価実

験を行った． 
３．１．屋内視認性実験 

３．１．１．視認対象物  
歩行者は，プロジェク

タライトによるスクリー

ン上への投影画像（図４

参照）により模擬する．  図４ 歩行者表示モデル 
 
３．１．２．視認対象物（歩行者）の大きさ 

 視認対象となる歩行者の見かけ上の大きさは，視角

（高さ方向）で最小 20 分，最大４度と条件により変化

させた．なお視角は，歩行者の身長 160cm，歩車間

距離は 30～150m を想定し設定した．実験参加者は歩

行者画像が投影された

スクリーンから 6m 離

れた位置で観測評価

（図５参照）を行うもの

とし，縮尺率からスク

リーン上に映る人体の

見かけ上の全長を算出

し，設定を行った．     図 5 観測状況 
 
３．１．３．背景輝度及びコントラスト 

CIE（国際照明委員会）で規定されている路面の水

平面照度，3lx（交通量の少ない住宅地区）～20lx（交

通量の多い商業地区）に基づき（路面の反射率は 15%
で完全拡散），この条件の路面輝度を背景輝度として

採用し，0.14，0.33，0.96cd/m２と設定した． 
背景と歩行者の輝度コントラストは逆シルエット

で 0.01~0.5 と設定した．  

 
３．１．４．実験参加者 

実験参加者は，運転免許保有者 20 名（若齢層 10
人，高齢層 10 人）である．なお，実験参加者は外部

から派遣されており，当研究所の実験倫理規定に基づ

き実験を開始する前に内容の説明を行い，実験に参加

することの同意を得た．若齢層の平均年齢は 33 歳，

高齢層の平均年齢は 68 歳．視力は若齢層平均（左

0.98，右 0.98），高齢層平均（左 0.98，右 0.90）とほ

ぼ同じであった． 
 

３．１．５．視線方向 

人体表示モデルに対して，中心視または周辺視とな

るように設定した．周辺視の場合にはスクリーン中央

の白い点を注視してもらい，そこから視角 5 度程度離

れたスクリーン右上に歩行者画像を提示した． 
３．１．６．蒸発現象 

対向車の前照灯を想定したグレア光源を近接した

評価実験も実施した（図 6 参照）．グレア光源の設置

位置は歩行者画像の

20cm 左（60m 換算

で 2m を想定）に設

置し，角膜照度は

0.1lx（すれ違いビー

ム相当）になるよう

に設定した． 
          図 6 蒸発現象の評価実験 

３．２．屋外視認性実験 

３．２．１．前照灯の点灯状態 

 実験参加者が乗車する車両（自車両）はすれ違いビ

ームまたは走行ビームの点灯を行った．対向車はすれ

違いビーム，走行ビームの点灯または消灯を行った． 
 
 
 
 
 
 
 (a)自車両:すれ違いビーム    (b)自車両:走行ビーム 
 対向車:すれ違いビーム      対向車:すれ違いビーム 
 
 
 
 
 

 
 (c)自車両:すれ違いビーム   (d)自車両:走行ビーム 
 対向車:走行ビーム          対向車:走行ビーム 
図 7 前照灯による歩行者の視認性評価実験 

 
３．２．２．対向車及び歩行者の設定条件 

対向車の位置は，自車両（実験参加者車両）からの

距離 50m または 100m と設定した． 
歩行者位置は，進行方向については自車両から距離

25m～120m の位置に，横断方向については左側歩道

境界線～右側歩道境界線に設定した．歩行者はグレー

色（模擬マネキン．反射率は 0.28）とした 
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⑯ チャイルドシートの側面衝突試験方法に関する調査 
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１．はじめに 
2001 年の道路交通法改正によりチャイルドシート

（Child Restraint System：以下 CRS）の装着が義務化さ

れ，子供乗員の車両乗車中の安全は大きく向上してい

る．しかしながら，CRS の安全性能に関する基準

UNECE Regulation No.44 に沿って前面衝突試験は行

われているが，側面衝突試験は行われていない． 
交通事故において側面衝突事故は前面衝突事故に

次いで乗車中の子供の死亡重傷割合が高いことが指

摘されており，欧州では CRS に側面衝突事故対策を

織り込む要望が消費者団体より出されている．現在，

国連の場において議論されている CRS の新しい基準

に側面衝突試験を新規導入することが合意され，その

検討が進められている． 
CRS の衝突試験はスレッド試験機を用いて行われ

る．スレッド試験機には乗員（ダミー）を搭載した台

車（スレッド）を衝突時の加速度で射出する加速式と，

乗員を搭載した台車を剛体壁などに衝突させる減速

式の 2 種類ある．欧州では減速式が主流であるため，

新規導入の試験方法は減速式スレッド試験機を中心

に検討が行われている．一方日米では加速式が主流と

なっており，わが国の認証機関である当研究所も加速

式スレッド試験機を使用して試験を実施している．こ

のため，減速式と加速式，方式の違うスレッド試験機

を使用したときの試験結果の同等性についての検証

が必要となっている． 
今回，加速式スレッド試験機での CRS 側面衝突試

験の実施可能性の確認と問題点の調査を目的として，

(1)実車側面衝突実験とスレッド実験を比較して，実際

の衝突現象が模擬できているかの確認，(2)現在提案さ

れている基準案の側面衝突試験条件を満たすことが

出来るか，(3)加速式スレッド試験機と減速式スレッド

試験機で試験の厳しさに差が無いか，(4)現在提案され

ている試験方法で問題が無いかの4点について調査を

実施した． 
 

２．側面衝突スレッド試験方法 
２．１．試験条件 
現在検討されている側面衝突試験方法の試験条件

では，ドアとトローリー（減速式スレッド試験機にお

いて台車を牽引する部分）の相対速度及びドアとシー

トの相対侵入量のみが定められている．図１に相対速

度の要件を示す．図中のコリドーとは，時間によって

変化する速度や加速度の許容値の上限と下限の線で

囲まれた領域を指す．この試験ではドアとシートの相

対速度がコリドー内に収まる必要がある．一方，ドア

とシートの相対侵入量は 250±50mm である． 
 
 
 
 
 
図１ 相対速度に関する試験条件（コリドー） 

２．２．試験装置 
 図２に加速式スレッド試験機を利用した CRS 側面

衝突試験装置を示す．この装置ではスレッド上に可動

シートを備えたレールを設置し，シートは同じくスレ

ッド上に設置したアルミハニカムからの入力で動く．

ドアはスレッドに固定されており，ドアの動きをスレ

ッドで，シートの動きをアルミハニカムでそれぞれコ

ントロールする． 
 
 
 
 
 

図２ CRS 側面衝突試験装置 
２．３．試験方法 
 図３に試験装置によるドアとシートの速度時間履

歴を示す．ドアパッド面がシート端と一致した時を

t=0 と定義している．ドアを一定速度で動かし，シー

トの速度をコントロールして，ドアとシートの相対速
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すれ違いビーム相当の光源でも近接する場合には

視認性は低下することがわかる．特に高齢者において

は顕著に視認性が低下し，蒸発現象が発生しやすいと

いえる． 

 

４．２．屋外視認性実験 

 自車両及び対向車が，すれ違いビームあるいは走行

ビームの場合，歩行者の被視認性がどのように変化す

るのか（図 11 参照）を実験した．なお，対向車の位

置は自車両から 100ｍ離れている場合である． 
 自車両の前照灯の種類（すれ違いビームまたは走行

ビーム）により視認率が大きく変化するが，それだけ

でなく対向車の前照灯の種類によっても視認率が大

きく変化する．走行ビームを使用すると，その対向車

のドライバの視認率は大きく低下する．また，右側歩

行者の方が視認率の低下が大きく，特に自車両すれ違

いビーム使用時において視認率が低下しやすいこと

がわかる． 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (a)左側歩行者 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (b)右側歩行者 
図 11 前照灯による視認性の変化 

 

5. 最後に 

本研究では実験参加者による評価実験により歩行

者の被視認性が前照灯の配光やドライバの年齢層に

よりどのように変化するのかを調べた．また，歩行者

の視認限界となる各条件でのコントラスト閾値の定

量化を行った．その結果，以下のことが明らかになっ

た． 
(1) 背景輝度が高い(0.96cd/m２)場合は年齢層による

差はほとんど無いが，背景輝度が低い(0.14cd/m２)
場合は高齢層のコントラスト閾値が高くなり視

認性が低下する．夜間暗い条件ほど高齢層は特に

歩行者を視認しづらくなる． 
(2) コントラスト閾値Ｅt と，歩車間距離 R（m）及

び背景輝度Ｌ（cd/m2）との関係式を求めた結果,

コントラスト閾値と歩車間距離や背景輝度の関

係が定量的に明らかになった． 
(3) 高齢層の場合には周辺視において夜間の視認性

は低下しやすい． 
(4) すれ違いビーム相当の光源でも歩行者に近接す

る場合には，その歩行者の被視認性は低下する．

特に高齢者においては顕著に視認性が低下する． 
(5) 右側歩行者の方が視認率の低下が大きく，特に自

車両すれ違いビーム使用時において視認性が悪

化しやすい． 
 今後も被験者実験や CG シミュレーションにより

各種自動車灯火器の評価・改善を行う．また今回の定

式化されたコントラスト閾値の成果は予防安全支援

システム効果評価シミュレータ（ASSESS）への活用

を図り安全性の定量的な評価を目指す． 
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